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第５３号議案

      平成２６年度埼玉県一般会計補正予算（第７号）

平成２６年度埼玉県一般会計の補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,205,949千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,806,723,492千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正

歳  入 （単位 千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,890,964 26,884 2,917,848

1 分 担 金 139,051 25,357 164,408

2 負 担 金 2,751,913 1,527 2,753,440

9 国 庫 支 出 金 187,976,316 7,856,424 195,832,740

2 国 庫 補 助 金 71,856,284 7,856,424 79,712,708

13 繰 越 金 1,960,185 2,580 1,962,765

1 繰 越 金 1,960,185 2,580 1,962,765

14 諸 収 入 38,090,959 10,061 38,101,020

4 受 託 事 業 収 入 5,740,087 10,050 5,750,137

7 雑 入 9,396,672 11 9,396,683

15 県 債 344,601,000 1,310,000 345,911,000

1 県 債 344,601,000 1,310,000 345,911,000

歳 入 合 計 1,797,517,543 9,205,949 1,806,723,492
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歳  出 （単位 千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 125,152,989 22,018 125,175,007

2 企 画 費 42,133,310 19,018 42,152,328

3 県 民 費 7,398,569 3,000 7,401,569

3 民 生 費 322,002,921 1,892,302 323,895,223

1 社 会 福 祉 費 229,096,427 1,644,881 230,741,308

2 児 童 福 祉 費 79,784,461 247,421 80,031,882

4 衛 生 費 55,752,747 128,874 55,881,621

1 公 衆 衛 生 費 27,303,422 41,292 27,344,714

4 医 薬 費 13,645,647 87,582 13,733,229

5 労 働 費 7,732,511 21,022 7,753,533

1 労 政 費 3,871,324 21,022 3,892,346

6 農 林 水 産 業 費 49,228,717 1,201,634 50,430,351

1 農 業 費 35,003,502 522,604 35,526,106

4 林 業 費 5,086,870 566,300 5,653,170

5 農 地 費 7,623,056 112,730 7,735,786
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

7 商 工 費 21,807,011 4,616,254 26,423,265

1 商 工 業 費 21,698,796 4,302,178 26,000,974

2 観 光 費 108,215 314,076 422,291

8 土 木 費 109,341,603 1,322,527 110,664,130

2 道 路 橋 り ょ う 費 50,575,431 480,000 51,055,431

3 河 川 費 28,341,570 842,527 29,184,097

10 教 育 費 522,271,641 1,318 522,272,959

5 特 別 支 援 学 校 費 38,379,894 1,318 38,381,212

歳 出 合 計 1,797,517,543 9,205,949 1,806,723,492
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第２表 繰越明許費補正                                                                                        

追  加                                                      （単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

2 総 務 費

2 企 画 費 総合行政推進費 19,018

3 県 民 費 女性チャレンジ総合支援事業費 3,000

3 民 生 費

1 社 会 福 祉 費
介護保険制度推進事業費

心身障害児（者）援護施設等整備助成費

261,500

1,383,381

2 児 童 福 祉 費
子育て環境づくり対策費

保育所地域子育て支援事業費

26,000

221,421

4 衛 生 費

1 公 衆 衛 生 費 不妊治療助成費 41,292

4 医 薬 費
周産期医療体制整備費

化粧品産業支援事業費

70,000

17,582

5 労 働 費 1 労 政 費 人材確保支援事業費 21,022
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款 項 事 業 名 金 額

6 農 林 水 産 業 費

1 農 業 費

彩の国農産物地産地消推進費

農産物加工流通促進費

園芸振興対策費

500,000

10,010

12,594

4 林 業 費 森林整備加速化・林業再生事業費 566,300

5 農 地 費
かんがい排水事業費

団体営土地改良事業費

101,430

11,300

7 商 工 費

1 商 工 業 費
地域商業消費喚起支援事業費

創業・ベンチャー育成支援事業費

4,278,011

24,167

2 観 光 費 彩の国観光振興推進費 314,076

8 土 木 費

2 道 路 橋 り ょ う 費
社会資本整備総合交付金（維持）事業費

社会資本整備総合交付金（橋りょう維持）事業費

100,000

280,000

3 河 川 費
社会資本整備総合交付金（河川）事業費

社会資本整備総合交付金（急傾斜地）事業費

562,000

30,527

10 教 育 費 5 特 別 支 援 学 校 費 就労支援推進事業費 1,318
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第３表 地方債補正

変  更                                                                                                         （単位 千円）

起 債 の 目 的
補     正     前 補     正     後

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法

心身障害児（者）援護

施 設 等 整 備 事 業
1,085,000

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。   

10％以内。ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利率

とする。

政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合

により据置期間を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。

1,546,000

農 業 基 盤 整 備 事 業 679,000 同 上 同 上 同 上 706,000

道 路 事 業 5,751,000 同 上 同 上 同 上 5,932,000

（ 補正前に同じ。）

（ 同    上 ）

（ 同    上 ）
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起 債 の 目 的
補     正     前 補     正     後

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法

河 川 事 業 3,312,000

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。   

10％以内。ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利率

とする。

政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合

により据置期間を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。

3,589,000

砂 防 事 業 697,000 同 上 同 上 同 上 711,000

直 轄 事 業 負 担 金 24,501,000 同 上 同 上 同 上 24,851,000

  平成２７年２月１９日提出

                                                                     埼 玉 県 知 事    上 田 清 司

（ 同    上 ）

（ 同    上 ）

（ 補正前に同じ。）
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第５４号議案

   平成２６年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 平成２６年度埼玉県流域下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２６年度埼玉県流域下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

区         分 既 決 予 定 量 補 正 予 定 量 計

(4) 主 な る 建 設 工 事 18,016,350 千円 324,000 千円 18,340,350 千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金520,853千円」を「建設改良積立金18,550千円、減債積立金207,355千円、過年度分損

益勘定留保資金761,578千円」に、「4,343,900千円」を「3,877,270千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位 千円）

科       目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 収 入 20,511,663 324,000 20,835,663

第１項 建 設 補 助 金 10,859,422 194,000 11,053,422
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科       目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第２項 建 設 負 担 金 4,046,118 65,000 4,111,118

第３項 企 業 債 4,663,000 65,000 4,728,000

支 出

（単位 千円）

科       目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第１款 資 本 的 支 出 25,401,817 324,000 25,725,817

第１項 建 設 改 良 費 19,161,256 324,000 19,485,256

（企業債）

第４条 予算第６条に定めた起債の限度額中「4,663,000千円」を「4,728,000千円」に改める。

  平成２７年２月１９日提出

                                埼 玉 県 知 事    上   田   清   司     


